
内  地元製造業の中小企業のみなさんから、

工場増設や更新のための空き土地・空き

工場の相談が寄せられています。市では

ホームページを通じて空き土地・空き工

場の情報提供を行っていますので、空い

ている土地や工場等の情報をお持ちの

方は問い合わせ先までご連絡ください。

問 	商工課工業・産業振興係

☎72-2101（内線433）

内 	長野県内の経営者で60歳以上の割合

が6割を超える一方、事業承継の準備

には後継者の育成も含めると5～10

年程度を要すると言われており、事業

承継支援はこの先3年間が山場とされ

ています。準備が遅れると、従業員や

取引先のご迷惑となりかねません。ま

ずは取引先の金融機関または以下の支

援機関にお気軽にご相談ください。

問 	（公財）長野県産業振興機構　長野県事

業承継・引継ぎ支援センター　

☎026-219-3825

諏訪地域広域事業承継マッチング支援

連携事業（拠点：茅野商工会議所）

☎0266-72-2800

i 事業用の空き土地・空き工
場の情報提供のお願い

i 事業承継、後継者不在で
お悩みの方へ
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内 	今年度の茅野市総合防災訓練は、震度

7の巨大地震が発生した場合を想定し、

市内10地区を対象とした通信訓練、各

地区の実情に合わせた初動訓練を実施

します。

激甚災害発生時に必要な活動を知って

いただくため、地震発生直後の初期活動

の訓練を、昨年度に引き続き行います。

時 	9月4日㈰7時～　サイレン吹鳴

8時30分～　通信訓練

問 	防災課防災係

☎72-2101（内線182）

時 	9月9日㈮13時30分から

所 	茅野市役所	議会棟大会議室

内 	【物件情報】	物件の種類：建物付土地

所在：茅野市塚原一丁目2497-5

面積：499.47㎡（宅地）

【公売方法】	一般競争入札

【最低売却価格】 鑑定中（鑑定後ホーム

ページに掲載予定）

申 	8月24日㈬から9月7日㈬までにお申

し込みください。

問  財政課管財係	☎72-2101（内線162）

i 茅野市総合防災訓練を
実施します

i 茅野市所有の土地を一般競
争入札により売却します内  ゆずります

エアコン/衣装ケース/スチールラック/

乾燥機/羽毛ふとん/座卓

ゆずってください

AFAS水着（女子・130）/AFASカバン/

鏡台/水槽（横90㎝以上）/プリンター

※	最新の情報はお問い合わせください。

※すでに交渉が成立している場合がありま

す。ご了承ください。

問 	茅野環境館　☎82-0040

ゆずりあおう
～不用品を活用し

　　あいましょう～

＜茅野原稿データ＞

内 	茅野市農業委員会では、市内の農地利

用状況を把握するため、毎年7～9月に

かけて農地パトロール（利用状況調査）

を実施しています。調査の際に、農地に

入ったり、農家の皆さまにお話を伺うこ

とがありますが、ご理解とご協力をお願

いいたします。	調査の結果、雑草繁茂

等で適正に管理されていない農地の所

有者には通知が送付されます。

問 	茅野市農業委員会事務局

☎72-2101（内線441）

i 農地パトロールを
実施しています

令和4年度　コミュニティスポーツ教室
申込・問　スポーツ健康課（☎72-8399）

地区 教室名 日　時 会　場 定　員 参加料 内　容

宮川 後期インディアカ教室
9/7～9/28、11/2～12/7（11/9・23休み）
毎週水曜日	全8回　19:00～21:00　

宮川小学校体育館
（入口側半面）

30名 無料
インディアカのルールと方
法を知り、ゲームを楽しむ

米沢 ニュースポーツ教室（後期）
9/2・9・16・30、10/7・14・21・28、
11/4・11・18・25、12/2・9・16
金曜日	全15回　19:00～21:00

米沢小学校体育館
（入口側半面）

20名 無料
ふらば～る、バトミントン、
ソフトバレーを楽しむ

北山 後期インディアカ体験教室 9/10㈯	14:00〜16:00 北山小学校体育館 16名 無料 インディアカの体験
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要点のみを掲載しています。

詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどで

ご確認ください。

内 	ペレットストーブまたはペレットボイ

ラー本体の購入に要する経費の2分の

1以内（上限10万円）

対 	・ 	茅野市内に居住し、もしくは事業所等

を有する個人または事業者（地方公

共団体および公共団体は除く）で、令

和5年2月末までに運転確認ができ

るよう設置工事を完了できる方

・	ペレットストーブまたはペレットボイ

ラーは、県内に事業所又は代理店を有

する者から購入すること。なお、既に購

入、設置済みのものは、補助金対象外

・	使用するペレットは、県内のペレット

製造施設で製造されたもので、県産

材の利用促進のために県産間伐材を

利用したものを使用すること

定 	5台（申込多数の場合は抽選）

申 	9月2日㈮～9月16日㈮に茅野市役

所5階農林課林務係62番窓口へお申

し込みください。

【提出書類】

・	購入を予定しているものの見積書の

写し

・	購入を予定しているものの外観が分

かるパンフレット等

※9月20日㈫以降、申込みが対象台	数に

満たない場合は、先着順とします。

※申請手続き等の詳細については、担当

までお問い合わせください。

問  農林課林務係	☎72-2101（内線408）

内  現在、第十一回特別弔慰金（額面25万

円、5年償還の記名国債）の請求を受け

付けています。請求期限は令和5年3月

31日までとなり、期限を過ぎると、第

十一回特別弔慰金を受ける権利がなく

なりますので、お早めにご請求ください。

対  令和2年4月1日（基準日）時点で、「恩給法に

よる公務扶助料」 や 「戦傷病者戦没者遺族等

援護法による遺族年金」 等を受ける方（戦没

者等の妻や父母）がいない場合に、次の順番

による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

（1） 	令和2年4月1日までに戦傷病者

戦没者遺族等援護法による弔慰金

の受給権を取得した方

（2） 	戦没者等の子

（3） 	戦没者等の①父母②孫③祖父母

④兄弟姉妹　※戦没者等の死亡当

時、生計関係を有している等の要

件を満たしているかどうかにより、

順番が入れ替わります。

（4） 	上記1から3以外の戦没者等の三

親等内の親族　※戦没者等の死亡

時まで引き続き1年以上の生計関

係を有していた方に限ります。

※詳細についてはお問い合わせください。

問 	地域福祉課福祉21推進係

☎72-2101（内線304）

i ペレットストーブ等の購入者
への補助金

i 戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金（第十一回特別弔慰金）

Information

お知らせ

内 	農地法第2条には、「農地について所有

権または賃借権その他の使用および収

益を目的とする権利を有する者は、当

該農地の農業上の適正かつ効率的な利

用を確保するようにしなければならな

い」 と農地の権利を有する者の責務規

定があります。荒れた農地は、火災やゴ

ミの不法投棄、シカ等野生鳥獣の寝床

になったり、水田の畦畔についても、草

が伸びて風のとおりが悪くなると、稲に

病害虫が発生したり、大雨で崩れたり

する原因になります。近頃、市内におい

て 「農地を貸したけど草刈りをしてくれ

ない」「水路に草がつまり水が溢れた」

などの苦情が増えています。次の内容

を確認して定期的に草刈りや耕起をす

る等、農地を適正に管理しましょう。

●	刈払機を使用する際には、手袋やゴー

グル等の防護具を着用しましょう。

●	刈払機使用中、周りに人や自動車、

家のガラスがある場合は使用を中止

するか、防護ネットを利用して飛び

石による事故を防ぎましょう。

●	刈った草が水路や道路におちた場合

には必ず熊手やほうき等で拾ってく

ださい。水路が詰まったりする原因

になります。

問 	茅野市農業委員会事務局

☎72-2101（内線441）

i 農地の適正な管理を
お願いします
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i スマートフォン入門講座 i 恋活WALKラリーin
リゾートホテル蓼科

時 	10月4日㈫、7日㈮、11日㈫、

14日㈮、18日㈫、21日㈮

	 【アイフォーン】	10時30分～12時30分

【アンドロイド】	13時30分～15時30分

所 	ワークラボ八ヶ岳

内 	スマートフォンの文字入力、タッチ操作、

インターネット、カメラ操作など、実際

ご使用しているスマートフォン端末を

使って楽しく学ぶ講座

対 	諏訪地域の方で全日程参加できる方

定 	各講座6名

￥ 	2,000円+テキスト代

持 	スマートフォン

申 	8月22日㈪～9月22日㈭までに電話

でお申し込みください。

問 	企画課行革・デジタル係

☎72-2101（内線155、156）

時 	10月1日㈯　13時～17時

所 	リゾートホテル蓼科　りんどう

（茅野市北山4035）

内 	自己紹介・ウォークラリー（景品あり）・

1対1トークタイム・マッチング

対 	30歳から40歳くらいまでの独身男女

定 	男女各15名（応募者多数の場合は事

務局で調整してご連絡します。）

￥ 	【男性】2,000円

【女性】1,500円

申  9月20日㈫までに、茅野市ホームペー

ジ経由または直接「ながの電子申請（長

野県茅野市）」からお申し込みください。

主催…第一生命松本支社、茅野市結プ

ロジェクト

問 	地域創生課地域創生係

☎72-2101（内線232）

募集内容	 男女共同参画をテーマにした川柳

性別に関係なく、誰もが学校や職場、家庭の中で

いきいきと活躍できる社会をイメージできる作品

応募資格	 茅野市に在住、在勤、在学の小学生以上の方

応募規定	 作品は、他のコンテスト等に応募していない、自

作の未発表作品に限ります。応募用紙1枚につき

3点まで応募できます。

応募方法	 応募用紙に記入し提出してください。応募用紙は、

生涯学習課、家庭教育センター、茅野市図書館、

中央公民館、各地区コミュニティセンター等の施

設にあります。また、茅野市ホームページからダ

ウンロードできます。

郵送、FAX、E-mailによる応募も受け付けます。

記入事項	 ①応募作品、②郵便番号、③住所、④氏名（ふり

がな）、⑤年齢、⑥職業または学校名・学年、⑦電

話番号

※	FAXで応募する際は、受信状況の確認のため、

生涯学習課まで電話してください。

応募期限	 11月30日㈬（当日消印有効）

 応募先	 男女共同参画推進会議事務局

・生涯学習課（茅野市役所4階）

☎72-2101（内線633）FAX82-0237

E-mail	shogaigakushu@city.chino.lg.jp

・茅野市家庭教育センター

☎73-0888

E-mail	kateikyoiku.c@city.chino.lg.jp

選考等	 小学生の部・中学生の部・一般の部に分けて選考

各部ごと、最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作3点

を決定します。

応募いただいた方に参加賞を贈呈します。

その他	 ・ 	入賞作品は、茅野市のホームページ、広報等に

おいて公表します。また、男女共同参画啓発事

業に使用します。

・	受賞者の氏名、学校名、学年を報道機関等に情

報提供することがあります。作品の応募をもっ

て承諾を得たものとします。

・応募作品は返却いたしません。

主催	 茅野市男女共同参画推進会議

茅野市男女共同参画推進大会実行委員会

問　家庭教育センター　☎73-0888男女共同参画をテーマにした川柳募集

Event＆Lectures

イベント・講座

i 茅野市空き家なんでも相談会

時  9月15日㈭	14時～16時（1組30分程度）

所 	茅野市役所　議会棟1階　大会議室

内 	空き家についての無料相談会

対 	空き家相談者

定 	9組

持 	空き家物件情報

※	Web会議システムでの参加を希望され

る方は別途ご相談ください。

※	申込時に空き家物件情報（住所等）をあ

らかじめ確認します。

申 	9月1日㈭までにお申し込みください。

問 	都市計画課住宅係　

☎72-2101（内線538）
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問い合わせ

高齢者・保険課　国保年金係

☎72-2101（内線322・323・325）

「医療費のお知らせ」の送付には、それぞれの最終受診月から4ヵ月程度要します。

※11月、12月受診分の送付は確定申告の時期に間に合いませんので、医療費控除の申告をされる場合は、11月及

び12月受診分の医療費に係る領収書等をご用意の上、申告いただきますようお願いいたします。

医療費控除の申告をする方は大切に保管してください。

国民健康保険制度の役割を理解していただくとともに、健康の大切さについて関心を高めていただくことを目的とし

て、医療費等の総額や自己負担額、受診日数、受診医療機関等の名称（柔道整復師の氏名）などを記載した 「医療費のお

知らせ」をお送りしています。「医療費のお知らせ」が届きましたら、受診内容等をご確認ください。

●令和4年1月～5月受診分　令和4年9月に発送

●令和4年6月～10月受診分　令和5年2月初旬に発送予定

※11、12月受診分は令和5年4月末に発送予定です。

交通事故など、第三者による行為が原因でけがをした場合の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて全額負

担するべきものですが、届出によって国保の被保険者証を使用して、医療を受けることができます。国保で治療を受ける

と、国保は被保険者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

このように、国保が費用の請求を行うために 「第三者行為による傷病届」 が必要となります。交通事故にあったらすぐ

に警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、国保の窓口への届出を忘れずにしましょう。

国保への届出の前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、示談後は国保が使えないので、示談

をする前に必ずご相談ください。

ご家族の中に、会社へ勤めている方がいる場合には、条件が満たされていれば、勤めている方の加入している健康保

険に扶養家族（被扶養者）として加入することができます。

保険料は、被扶養者の人数に関係なく、勤めている方の給与によって計算されますので、人数が増えても保険料の額

に変更はありません。

1　3親等以内の親族であること。

2　収入は年間130万未満（60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満）であること

3　後期高齢者医療制度の対象でないこと

4　勤務先の認定

条件1～3に該当すると思われる方は勤務先の健康保険担当者にご相談ください。

「医療費のお知らせ」 をお送りします

交通事故などにあったときは 「第三者行為による傷病届」の手続きを

健康保険の扶養家族

勤務先の健康保険加入に必要な条件
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